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北海道建設部見積用参考資料等提供システム運用要領 対照表

新たに定める要領 現 行

北海道建設部見積用参考資料等提供システム運用要領 建設部見積用参考資料等提供システム運用要領

第１ 目的 第１ 目的

この要領は、北海道建設部が運用する北海道建設部見 この要領は、建設部が運用する建設部見積用参考資料

積用参考資料等提供システム（以下「システム」という。） 等提供システム（以下「システム」という。）を利用し

を利用して、北海道が発注する工事等の見積用参考資料 て、北海道が発注する工事等の見積用参考資料等を利用

等及び実施設計書（金入り）を利用者へ提供することに 者へ提供することに関し必要な事項を定める。

関し必要な事項を定める。

第２ 定義 第２ 定義

この要領で用いる用語の意義は、次のとおりとする。 この要領で用いる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) システム (1) システム

見積用参考資料等及び実施設計書（金入り）をイン 見積用参考資料等をインターネット向けウエブペー

ターネット向けウエブページに公開し、システムの利 ジに公開し、システムの利用者に情報を提供する情報

用者に情報を提供する情報処理システムをいう。 処理システムをいう。

(2)～(3) （現行どおり） (2)～(3) （略）

(4) 実施設計書（金入り） （新設）

建設部が定める設計図書等作成要領【請負工事編】、

同要領【測量調査設計業務編】及び営繕工事設計図書

等作成要領に基づき作成する設計図書、図面及び公表

用金入り設計書の電子データをいう。

(5) 利用者 (4) 利用者

システムを利用する者をいう。 システムを利用する者をいう。

第３ システムの機能 第３ システムの機能

システムは、次の機能を有し、これにより利用者に情 システムは、次の機能をシステムの利用者に提供する。

報を提供する。

(1) 工事等案件の検索と見積用参考資料等及び実施設計 (1) 工事等案件の検索と見積用参考資料のダウンロード

書（金入り）のダウンロード

(2) 見積用参考資料等の変更又は公開の中止に関する情 (2) 資料等の変更又は公開の中止等に関する情報の電子

報の電子メールによる通知 メールによる通知

第４～第５ （現行どおり） 第４～第５ （略）

第６ 閲覧期間 （新設）

見積用参考資料等の閲覧期間は、入札執行者が定めた

期間とする。

また、実施設計書（金入り）の閲覧期間は、契約締結

日の翌日から１か月経過以降の公開開始日から３年間と

する。

第７ システムの運用時間 第６ システムの運用時間

原則２４時間とする。 １ 原則２４時間とする。

なお、システムの保守等に充てるためシステムの運用 ２ システムの保守等にあてるためシステムの運用を停止

を停止させる場合には、あらかじめ利用者に周知する。 させる場合には、あらかじめ利用者に周知する。ただし、

ただし、システム障害等、緊急やむを得ない場合はこの システム障害等、緊急やむを得ない場合はこの限りでな

限りでない。 い。

第８ 情報セキュリティの遵守 第７ 情報セキュリティ

システムの運用に当たっては、北海道情報セキュリテ システムの運用に当たっては、北海道情報セキュリテ

ィ基本方針（平成14年12月27日知事決定）及び北海道情 ィ基本方針（平成14年12月27日知事決定）及び北海道情

報セキュリティ対策基準（平成14年12月27日総合企画部 報セキュリティ対策基準（平成14年12月27日総合企画部

長決定）を遵守する。 長決定）を遵守する。



- 2/2 -

北海道建設部見積用参考資料等提供システム運用要領 対照表

新たに定める要領 現 行

第９ その他 第８ その他

システムの運用管理は、建設部建設政策局建設管理課 システムの運用管理は、建設部建設政策局建設管理課

が行う。 長が行う。

附則 附則

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 １ この要領は、平成30年2月1日から施行する。

２ この要領は、平成31年2月1日から施行する。


